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ＹＫＫ ＡＰ株式会社による特定防火設備（片開き戸）の 

遮炎性能試験における不正受験について 
 

 

 

令和６年７月２３日に国土交通省において下記の発表があり、川崎市内においては対象の物件があ 

ることを神奈川県から報告を受けましたのでお知らせいたします。 

 

国土交通省の発表 

YKK AP 株式会社が国土交通大臣認定仕様に適合しない特定防火設備（片開き戸）を 

平成 19 年 12 月まで製造・出荷していた事案について、国土交通省から同社に対し、原因究明等 

の調査を指示していました。（令和５年４月 21 日付報道発表） 

これを受け、同社が調査を進めていたところ、当該事案に加え、同社が同時期に製造・出荷してい

た全国１１７棟（戸の数：９８１セット）の特定防火設備（片開き戸）について、申請仕様と異なる

試験体を用いて遮炎性能試験を受け、国土交通大臣認定を受けていたことが判明したと、令和６年 

７月 16 日に同社から報告がありました。 

  

そのうち市内の状況については、次のとおりです。 

国土交通大臣認定の仕様に適合しない特定防火設備（片開き戸）が設置 

  現段階において、神奈川県内７棟のうち、川崎市内においては５棟あることを神奈川県から 

報告を受けております。 

対象物件の区ごとの内訳は以下のとおりです。 

川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

２棟 ０棟 ２棟 １棟 ０棟 ０棟 ０棟 

 

今後の対応について 

詳細内容を含め、同社から聞き取り調査等を行う予定です。 

同社に対し是正指導等を行い、対象物件が適法となるよう、国土交通省や関係特定行政庁と連携を 

図りながら対応を進めてまいります。 
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川崎市まちづくり局指導部建築指導課 工藤 
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